
令和６年 10月から児童手当制度が変わります

児童福祉課児童福祉係☎0824-73-1192
　

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
通
じ
た
、

子
育
て
世
帯
へ
の
経
済
的
支
援
の

強
化
の
た
め
、
10
月
分
（
12
月
支

給
分
）
か
ら
児
童
手
当
が
拡
充
さ

れ
ま
す
。

制
度
改
正
の
概
要

▪
所
得
制
限
の
撤
廃

▪
支
給
対
象
児
童
を
中
学
生
ま
で

　

か
ら
高
校
生
ま
で
に
延
長

▪
第
３
子
以
降
の
支
給
額
増
額

▪
第
１
・２
・３
子
の
考
え
方
の
変
更

▪
支
給
回
数
が
年
３
回
か
ら
年
６

　

回
に
変
更
（
偶
数
月
）

手
続
き
が
必
要
な
人

①
養
育
し
て
い
る
高
校
生
の
子
ど

も
が
お
り
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
人

②
所
得
上
限
超
過
に
よ
り
、
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
人

③
養
育
し
て
い
る
大
学
生
年
代
の

子
ど
も
が
お
り
、
か
つ
子
ど
も
が

３
人
以
上
い
る
児
童
手
当
受
給
者

※
制
度
改
正
に
つ
い
て
、
対
象
と

思
わ
れ
る
世
帯
に
、
９
月
中
旬
に

通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
公
務
員
の
場
合
は
、
勤
務
先
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保育所ＩＣＴシステムの導入

児童福祉課児童福祉係☎0824-73-1192
　

市
内
の
全
15
施
設
の
公
立
保
育

所
に
「
子
育
て
環
境
整
備
」
の
一

つ
と
し
て
、
保
育
所
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
、
利
用
を
開
始
し

ま
し
た
。

保
育
所
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

　

保
育
所
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
は
、

保
護
者
と
の
連
絡
や
園
児
情
報
、

健
診
履
歴
な
ど
の
保
育
関
連
業
務

に
特
化
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
で

す
。
こ
れ
ま
で
紙
や
各
保
育
所
独

自
に
管
理
を
行
っ
て
い
た
情
報
の

電
子
化
・
共
通
化
を
行
い
、
市
と

各
保
育
所
、
保
護
者
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
つ
な
が
る
環
境
を
構

築
し
て
い
ま
す
。

　

保
護
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
保
育
所
で
の
業
務

を
効
率
化
・
省
力
化
し
、
園
児
と

向
き
合
う
時
間
を
増
や
す
こ
と

で
、
保
育
の
質
の
向
上
を
目
指
し

ま
す
。

保
育
所
Ｉ
Ｃ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の

主
な
内
容

▼
欠
席
連
絡

　

保
育
所
の
欠
席
は
、
朝
の
登
園

前
に
電
話
で
の
連
絡
を
お
願
い
し

て
い
ま
し
た
が
、
シ
ス
テ
ム
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ

を
使
い
、
欠
席
の
連
絡
が
で
き
る

よ
う
整
備
し
ま
し
た
。

▼
保
護
者
と
の
連
携
強
化

　

シ
ス
テ
ム
を
介
し
て
情
報
提
供

を
行
い
、
保
護
者
と
の
確
実
な
や

り
と
り
や
、
関
係
強
化
を
図
り
ま

す
。

▼
登
降
園
の
確
実
な
把
握

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
に
よ

り
、
登
降
園
時
刻
の
管
理
や
登

園
・
欠
席
の
把
握
な
ど
を
行
い
ま

す
。
職
員
間
で
情
報
を
共
有
し
、

園
児
の
確
実

な
受
渡
し
を

行
い
、
事
故

な
ど
へ
の
リ

ス
ク
管
理
を

行
い
ま
す
。

▼
行
事
予
定
の
表
示

　

保
育
所
行
事
や
ク
ラ
ス
行
事
な

ど
の
予
定
を
シ
ス
テ
ム
内
で
公
開

し
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
把
握
が
ア

プ
リ
な
ど
で
容
易
に
で
き
る
よ
う

整
備
し
ま
し
た
。

▼
日
誌
・
指
導
案
作
成
な
ど
の
効

　
率
化

　

業
務
日
誌
や
園
児
ご
と
の
指
導

案
作
成
な
ど
の
保
育
事
務
に
つ
い

て
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
効
率
化
・

省
力
化
を
行
い
、
保
育
士
の
労
働

環
境
の
改
善
を
図
り
ま
す
。

※
保
育
所
Ｉ
Ｃ
Ｔ
は
、「
ひ
ろ
お
く

便
り
」
で
も
放
送
さ

れ
て
い
ま
す
。
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
は
こ
ち
ら

【児童手当制度の改正内容】
改正前 改正後

所得制限
所得上限限度額未満
▪５千円
所得上限限度額以上
▪支給なし

所得制限なし

支給対象
児童

15歳に達した最初の年度
末まで

18歳に達した最初の年度
末まで

手当月額

【３歳未満】
▪１万５千円
【３歳～小学生】
▪第１・２子：１万円
▪第３子以降：１万５千円
【中学生】
▪１万円
【所得上限限度額未満】
▪５千円

【３歳未満】
▪第１・２子：１万５千円
▪第３子以降：３万円

【３歳～高校生】
▪第１・２子：１万円
▪第３子以降：３万円

算定対象 18歳到達後最初の年度末
まで

22歳到達後最初の年度末
まで

支給回数
年３回
（６月、10月、２月に各前
月の４カ月分を支給）

年６回
（偶数月に各前月の２カ月
分を支給）
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